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台東区人事行政の運営等の状況の公表 

 

 

区では、人事行政の運営における公平性及び透明性を高めることを目的に、地方公務員法

第５８条の２の規定及び東京都台東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、

区における職員の任免、職員の給与、職員の勤務条件などの状況及び特別区人事委員会の業

務状況について公表しています。 
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＜台東区人事行政の運営等の状況＞ 

 

Ⅰ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）採用者数（令和６年４月１日付） 

   

       （単位：人）

１級職 主任

事　務 24 8 5 37

福　祉 2 1 3

児童福祉 1 1

心　理 1 1

福祉（保育士） 9 9

土木造園（土木） 1 1

土木造園（造園） 1 1

建　築 3 4 7

電　気 1 1 2

衛生監視 2 2

医　師 0

栄養士 2 2

保健師 8 8

看護師 1 1

技能Ⅵ（作業Ⅲ） 5 5

幼稚園教諭 1 1

計 46 10 8 1 11 5 81

職種 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 計
経験者

技能系

 

※育児休業代替任期付職員除く。 

 

（２）退職者数（令和５年度） 

   

（単位：人）

職種 定年退職 勧奨退職 普通退職 死亡退職 計

一般事務 5 17 22

福祉（保育士） 2 2

造園技術 1 1

建築技術 1 1

栄養士 1 1

保健師 3 3

看護師 2 2

作業Ⅰ 1 1

作業Ⅲ 4 4

幼稚園教育職員 2 2

計 0 6 33 0 39
    

※再任用、区政推進員、育児休業代替任期付職員を除く。 
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（３）管理職退職者の再就職状況 

 区では、地方公務員法第３８条の６第１項の規定に基づき、退職管理の適正を確保するため、退

職者の再就職状況を公表しています。 

再就職先団体名
令和５年度

（令和４年度末退職者)
令和６年度

（令和５年度末退職者)

公益財団法人　台東区芸術文化財団 2人 2人

社会福祉法人　台東区社会福祉事業団 1人

社会福祉法人　台東つばさ福祉会 1人 1人

公益財団法人　台東区シルバー人材センター

社会福祉法人　台東区社会福祉協議会

公益財団法人　台東区産業振興事業団 1人 1人
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２ 昇任選考の状況 

（１）受験資格・選考方法（令和５年度実施分） 

 主な受験資格 選考方法 

主任 

【種別Ａ】 

1 級職に 5 年以上在職し、41 歳未満 

経験者〈1 級職〉採用試験により採用された者は、1 級職に 3 年以上在職

し、41 歳未満 

【種別Ｂ】 

 1 級職に 10 年以上在職し、50 歳未満 

【種別Ｃ】 

 1 級職に 20 年以上在職し、53 歳未満（※） 

 ※当分の間、58 歳未満とする 

【種別Ａ】 

人事評価、勤務評定、筆

記 

【種別Ｂ・Ｃ】 

自己申告、人事評価、勤

務評定、筆記 

係長職 

【種別Ａ】 

 主任の職に 5 年以上在職し、59 歳未満 

 経験者〈主任〉区分により採用された者は、主任の職に 4 年以上在職し、

59 歳未満 

【種別Ｂ】 

 主任の職に 7 年以上在職し、50 歳以上 59 歳未満 

 経験者〈主任〉区分により採用された者は、主任の職に 6 年以上在職し、

50 歳以上 59 歳未満 

所属長による推薦、勤務評

定 

課長補佐職 係長、担当係長、又はこれに相当する職に 7 年以上在職し、59 歳未満 
所属長による推薦、人事評

価、勤務評定 

管理職 

【Ⅰ類】 

 主任以上の職に 6 年以上在職し、55 歳未満 

【Ⅱ類】 

 課長補佐の職に 2 年以上在職し、60 歳未満 

【Ⅰ類】 

 筆記考査、勤務評定、口

頭試問 

【Ⅱ類】 

 人事評価、論文、面接 

技能主任職  1 級職に 12 年以上在職し、59 歳未満 人事評価、筆記、面接 

技能長職 技能主任の職に 4 年以上在職し、59 歳未満 人事評価、筆記、面接 

統括技能長 技能長の職に 3 年以上在職し、42 歳以上 59 歳未満 面接、勤務評定 

 （注）管理職選考は特別区人事委員会が実施。それ以外の選考は台東区が実施しています。 

 
 
（２）昇任選考実施状況（令和５年度） 
 

種別Ａ 種別Ｂ 種別Ｃ 種別Ａ 種別Ｂ Ⅰ類 Ⅱ類 清掃
左記
以外

清掃
左記
以外

有資格者（Ａ） 292人 94人 62人 270人 97人 99人 580人 66人 14人 1人 25人 1人

受験者（Ｂ） 137人 28人 11人 94人 18人 5人 0人 3人 0人

受験率（Ｂ／Ａ） 49.4% 25.5% 14.1% 96.1% 3.0% 50.0% 0.0% 17.4% 0.0%

合格者（Ｃ） 46人 8人 1人 29人 2人 9人 4人 3人 1人 0人 1人 0人

合格率（Ｃ／Ｂ） 33.6% 28.6% 9.1% 9.6% 22.2% 20.0% - 33.3% -

技能長職主任 係長職
課長補
佐職

管理職 技能主任

 

（注）管理職選考Ⅰ類は、全部受験方式の数です。 
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３ 職員数の状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

対前年

令和５年度 令和６年度 増減数

議　会 15 15 0

総　務 432 436 4

税　務 44 44 0

民　生 519 529 10

衛　生 319 313 ▲ 6

労　働 9 9 0

商　工 52 59 7

土　木 210 219 9

＜参考＞

　　人口10,000人当たり職員数　76.1人

251 256 5

＜参考＞

　　人口10,000人当たり職員数　88.1人

96 94 ▲ 2

96 94 ▲ 2

1,947 1,974 27 ＜参考＞

[2,266] [2,266] ［0］ 　　人口10,000人当たり職員数　92.5人
合　　　　計

再任用職員の減等

小　　　　計

公
営
企
業
等

会
計
部
門

そ　の　他

教　育　部　門 組織改正による増等

小　　　　計 1,851 1,880 29

組織改正による増等

大規模改修工事対応による増等

計 1,600 1,624 24

職　員　数
　　　　　　　区分　
　　
　
　　
　　

主 な 増 減 理 由

普
　
通
　
会
　
計
　
部
　
門

一
 
般
 
行
 
政
 
部
 
門

戸籍謄本広域交付化対応による増等

臨時給付金対応による増等

組織改正による減等

 

 

（注）1 職員数は一般職に属する職員数です。 

    2 [  ]内は、条例定数の合計です。 
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（２）等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在） 

 ①行政職給料表（一） 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 671

計 671

主任 591

計 591

係長・担当係長 245

所長・副所長・館
長・園長・副園長・
プラザ長

33

計 278

課長補佐 101

所長・園長 8

計 109

課長・担当課長 50

所長・館長・セン
ター長・室長・局長

5

次長 1

副参事 2

計 58

部長・担当部長 10

局長・室長・次長 6

参事 4

計 20

技監 1

計 1

合 計 1,728 100.0%

278 16.1% 係長

統括部長

58 3.4% 課長

1 0.1% 0.1%統括部長の職務7級

20 1.2% 部長

1

109 6.3% 課長補佐

38.8% 係員

591 34.2% 主任

671

課長、担当課長又は副参事の職務

4級

5級

6級

6.3%

278 16.1%

20 1.2%

3級

109

671 38.8%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

部長、担当部長又は参事の職務

係員の職務

2級 主任の職務

係長、担当係長又は主査の職務

職制上の段階

1級

課長補佐の職務

合計 内訳

58 3.4%

591 34.2%

 

 

 ②行政職給料表（二） 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技能1級職 33

計 33

技能主任 42

計 42

技能長 18

計 18

統括技能長 2

計 2

合 計 95 100.0%

44.2% 技能主任

18 18.9% 技能長

2 2.1% 統括技能長

33 34.7% 係員

4級 統括技能長の職務 2 2.1%

3級 技能長又は担当技能長の職務 18 18.9%

2級 技能主任の職務 42 44.2%

1級 係員の職務 33 34.7%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

42

 

 

③医療職給料表（一） 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

担当係長 1

計 1

課長 0

計 0

部長 1

所長 0

参事 1

計 2

合 計 3 100.0%

部長3級 部長、担当部長又は参事の職務 2 66.7% 2 66.7%

33.3% 係長

2級 課長、担当課長又は副参事の職務 0 0.0% 0 0.0% 課長

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

1級 係長、担当係長又は主査の職務 1 33.3% 1
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④医療職給料表（二） 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 5

計 5

主任 3

計 3

係長・担当係長 2

所長 0

計 2

課長補佐 1

所長 1

計 2

課長 0

計 0

合 計 12 100.0%

課長補佐

5級 課長、担当課長又は副参事の職務 0 0.0% 0 0.0% 課長

4級 課長補佐の職務 2 16.7% 2 16.7%

主任

3級 係長、担当係長又は主査の職務 2 16.7% 2

41.7% 係員

16.7% 係長

2級 主任の職務 3 25.0% 3 25.0%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

1級 係員の職務 5 41.7% 5

 

 

 ⑤医療職給料表（三） 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 42

計 42

主任 21

計 21

係長・担当係長 5

計 5

課長補佐 5

計 5

課長 2

館長、センター長 0

副参事 0

計 2

合 計 75 100.0%

課長補佐

5級 課長、担当課長又は副参事の職務 2 2.7% 2 2.7% 課長

4級 課長補佐の職務 5 6.7% 5 6.7%

主任

3級 係長、担当係長又は主査の職務 5 6.7% 5

56.0% 係員

6.7% 係長

2級 主任の職務 21 28.0% 21 28.0%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

1級 係員の職務 42 56.0% 42

 

 

 ⑥幼稚園教諭職員給料表 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

教諭 29

計 29

主任教諭 14

計 14

副園長 2

計 2

園長 9

計 9

合 計 54 100.0%

園長

3級 副園長の職務

4級 園長の職務 9 16.7% 9 16.7%

2 3.7% 2 3.7%

53.7% 教諭

主任教諭

副園長

2級 主任教諭の職務 14 25.9% 14 25.9%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

1級 教諭の職務 29 53.7% 29

 



7 

 

（３）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 

20歳 20歳～ 24歳～ 28歳～ 32歳～ 36歳～ 40歳～ 44歳～ 48歳～ 52歳～ 56歳～ 60歳

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

5 85 241 275 252 179 195 175 183 184 133 67 1,974

計区分

職員数

 

 

 

※５年前（平成３１年４月１日現在）の状況 

 

20歳 20歳～ 24歳～ 28歳～ 32歳～ 36歳～ 40歳～ 44歳～ 48歳～ 52歳～ 56歳～ 60歳

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

4 132 260 214 183 190 151 201 193 150 129 30 1,837

区分 計

職員数

 

 

 
 

（４）職員数の推移  

（単位：人）

年　度

部門別

一般行政 1,504 1,547 1,582 1,597 1,600 1,624 120 (7.4%)

教育 234 241 242 244 251 256 22 (8.6%)

普通会計計 1,738 1,788 1,824 1,841 1,851 1,880 142 (7.6%)

公営企業等会計計 99 101 98 94 96 94 -5 (5.3%)

総合計 1,837 1,889 1,922 1,935 1,947 1,974 137 (6.9%)

過去５年間
　の増減数（率）

R1年 R2年 R3年 R6年R4年 R5年

 
（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 
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Ⅱ 職員の給与の状況 

 

１ 総 括 

（１）人件費の状況（普通会計決算）  

            住民基本  歳 出 額 実 質 収 支

　区　分   台帳人口            

(令和6年1月1日) (Ａ) 

　　人 千円 千円

212,388 115,422,271 7,303,403
５年度

千円  % %

17,667,614 15.3 15.3

人 件 費 人 件 費 率 (参  考)

令和４年度
人件費率(Ｂ)  (Ｂ/Ａ)

 

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。 

 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

給    料 職員手当

(Ａ) 

人 千円 千円

1,851 6,444,906 2,880,155
５年度

千円 千円 千円

3,169,218 12,494,279 6,750

  区  分 

給        与        費
一人当たり
給与費職 員 数

期末･勤勉手当 計

(Ｂ) (Ｂ/Ａ)

 
（注）1 職員手当には、退職手当を含みません。 

   2  職員数は、令和５年４月１日現在の人数です。 

また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含みません。 

3 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれて 

いますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

（３）給与改定の状況 

①月例給  

(参考)

民間給与 公務員給与

Ａ Ｂ

円 円 △ 11,029 円

393,192 382,163 △ 2.89 ％
６年度

％ ％ ％

2.89 2.89 2.76

区　分

人事委員会の勧告

給与改定率較差 勧 告 国の改定率

Ａ-Ｂ (改定率)

 
 (注) 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス

比較した平均給与月額です。 

    

②特別給  

(参考)

民間の支給 公務員の

割合　　　Ａ 支給月数　Ｂ

月 月

4.87 4.65
６年度

月 月 月 月

△0.22 0.20 4.85 4.60

区　分

人事委員会の勧告

年間支給月数較差 勧 告 国 の 年 間

Ａ-Ｂ (改定月数) 支 給 月 数

 
注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月

数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 
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２ 一般行政職給料表の状況（令和６年４月１日現在） 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

１号給の
給料月額

153,500 208,500 235,600 260,300 288,700 370,800 452,200

最高号給の
給料月額

322,900 356,600 405,700 427,600 453,500 514,100 540,500

           （単位：円）

 

 

 

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） 

 ①一般行政職  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

台東区 38.8歳 300,289円 435,234円

東京都 42.5歳 318,089円 458,519円

国 42.1歳 323,823円 －
 

 

 ②技能労務職  

平均年齢 平均給料月額

47.5歳 280,105円

うち清掃職員 46.9歳 279,743円

50.5歳 286,976円

51.2歳 288,144円

区分 平均給与月額

400,831円

402,022円

国 －

台東区

東京都 388,004円

 

 

 ③教育職  

337,513円 445,037円

東京都 39.8歳 341,332円 441,317円

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

台東区 38.0歳

 

 

（注）1 平均給料月額とは、令和６年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平均です。 

   2 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら

かにされているものです。 
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（２）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）  

国

総合職　200,700円

一般職　196,200円

高校卒 166,600円

技能労務職 高校卒 ―

大学卒 ―

短大卒 ―
教育職

207,800円

190,200円

210,400円

194,300円

157,500円153,400円

東京都

196,200円

台東区

一般行政職
大学卒 196,200円

区分

158,100円 160,100円

 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在） 

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

大学卒 273,781円 318,760円 355,632円

高校卒 232,785円 258,666円 302,166円

技能労務職 高校卒 － 248,100円 －

区分

一般行政職

 

 

 

４ 一般行政職の級別職員数等の状況  

（１）一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 

職務の級 基準となる職務 職員数 構成比

7級 統括部長の職務 1人 0.0%

6級 部長、担当部長又は参事の職務 20人 1.2%

5級 課長、担当課長又は副参事の職務 55人 3.3%

4級 課長補佐の職務 106人 6.4%

3級 係長、担当係長又は主査の職務 267人 16.2%

2級 主任の職務 559人 34.0%

1級 係員の職務 637人 38.7%
 

（注）1 台東区の給与条例に規定する等級別基準職務表により区分した職員数です。 

2 基準となる職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。   



11 

 

（２）昇給への勤務成績の反映状況  

一般行政職 技能労務職

職員数（Ａ） 1,645 95

454 22

27.6% 23.2%

職員数（Ａ） 1,615 98

442 22

27.4% 22.4%

令和５年度
勤務成績の区分が「上位」
又は「最上位」に決定された
職員数（Ｂ）

比率（Ｂ／Ａ）

令和６年度

区分

勤務成績の区分が「上位」
又は「最上位」に決定された
職員数（Ｂ）

比率（Ｂ／Ａ）

 

 
 
 
 

５ 職員手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当  

１人当たり平均支給額（５年度）

（５年度支給割合） （５年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 2.40月分 2.25月分  2.45月分  2.05月分

(1.35月分) （1.10月分） （1.375月分） （0.975月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　   5%～20% ・役職加算　   5%～20%

・管理職加算　15%、20% ・管理職加算　10%～25%

台東区 国

―
1,712千円

職制上の段階､職務の級等による加算措置 職制上の段階､職務の級等による加算措置

 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
 
 

（２）退職手当（令和６年４月１日現在）  

(支給率) 自己都合 勧奨・定年 (支給率) 自己都合 勧奨・定年

 勤続20年 18.00月分 24.55月分  勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

 勤続25年 28.00月分 32.95月分  勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

 勤続35年 39.75月分 47.70月分  勤続35年 39.7575月分 47.709月分

 最高限度額 39.75月分 47.70月分  最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 その他の加算措置

 早期退職者割増制度　2%～20%加算   定年前早期退職特例措置　2%～45%加算

1人当たり平均支給額(５年度)

自己都合  　1,132千円

定年・勧奨 20,551千円

台東区 国

 

 
（注）退職手当の 1人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 
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（３）地域手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（５年度決算） 1,334,424千円

支給職員1人当たり平均支給年額（５年度決算） 712,833円

支給率

20.0%

支給対象地域 支給対象職員数 国の制度（支給率）

台東区 1,872人 20.0%（特別区勤務の場合）
 

 

（４）特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績(５年度決算) 22,908千円

支給職員1人当たり平均支給年額（５年度決算） 83,607円

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度） 14.8%

手当の種類(手当数) 4

主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

保護課等職員 家庭等の訪問業務 日額350円

建築課等職員 建設現場の検査業務等 日額250円

保健サービス課等職員 日額250円等

清掃事務所勤務職員 ごみ収集等 日額700円清掃関係業務手当

福祉事務所等業務手当

特定危険現場業務手当

保健衛生業務手当

主な支給対象業務

感染症患者等に接触する業務等

手当の名称

 

 

（５）時間外勤務手当  

支給実績(５年度決算) 787,508千円

職員1人当たり平均支給年額（５年度決算） 488千円

支給実績(４年度決算) 780,513千円

職員1人当たり平均支給年額（４年度決算） 491千円  
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（６）その他の手当（令和６年４月１日現在）  

(５年度決算) (５年度決算)

・配偶者　　　　　　　　　月額　6,000円

・子        　　　　　　　月額　9,000円

・その他の扶養親族        月額　6,000円

（16歳～22歳の子一人につき月額4,000円加算）

世帯主である職員のうち、自ら居住するため

住宅を借り受け、月額27,000円以上の家賃負

担がある者に支給　　　　　　

・27歳まで　　　　　月額　27,000円

・28歳から32歳まで　月額　17,600円

・33歳以上　　　　　月額　 8,300円

4月・10月に6か月分を一括支給

(限度額1か月当たり55,000円)

・交通機関(電車等)利用者　運賃相当額を支給

・交通用具(自転車等)使用者

                   通勤距離に応じて支給

管理または監督の地位にある職員に支給

      役職に応じ月額64,700円～142,400円

（再任用の場合は、月額41,900～107,200円）

                       　月額　30,000円

※交通距離により6,000円～14,000円の加算あり

休日または深夜に勤務した職員に支給

（管理職手当支給対象者を除く）

・休日給　　

　勤務1時間当たりの給与額×1.35×勤務時間

・夜勤手当　

　勤務1時間当たりの給与額×0.25×勤務時間

宿日直勤務をした職員に支給

・通常の日から始まる宿日直

　　　　　　　　　　　1回につき 8,800円

・年末年始の日から始まる宿日直

 　　　　　　　　　　 1回につき10,800円

              月額　118,000円～268,500円

初任給調整
手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職
手当

支給区分　
支給額

距離制限　
支給額

―

支給区分　
支給額

単身赴任　　
　　手当

休日給
夜勤手当

宿日直
手当

異なる

同じ

異なる

勤務地を異にする異動等に伴い、配偶者と別居し
単身での生活を常況とする職員に支給

196,074円

86,332千円 173,707円

396千円 396,000円

異なる

異なる

4,327千円 31,357円

44,111千円

支給期間　
支給額

支給区分　
支給額

手当名
支給実績国の制度と　

　異なる内
容

258,728千円

異なる

異なる

異なる

105,291千円
支給要件　

支給額

支給要件　
支給額

医療職給料表(一)の職務にある職員に、大学卒業
後の期間に応じて支給

国の制度
との異同

内容及び支給単価

153,275円

121,773千円 1,170,902円

3,894千円 1,947,000円

140,483円

支給職員1人当たり

平均支給年額
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６ 特別職の給料等の状況（令和６年４月１日現在）  

区　　　長 1,137,000円

副　区　長   914,000円

教　育　長   784,000円

議　　　長 　919,000円

副　議　長   789,000円

議　　　員 604,000円

（５年度支給割合）

区　　　長     6月期  1.90月分 

副　区　長    12月期  2.00月分

教　育　長

（５年度支給割合）

議　　　長     6月期  1.90月分 

副　議　長    12月期  2.00月分

議　　　員

（算定方式） （支給時期）

区　　　長  　 給料月額×600/100×在職年数   任期ごと

副　区　長     給料月額×400/100×在職年数   任期ごと

教　育　長     給料月額×300/100×在職年数   任期ごと

期
　
末
　
手
　
当

退
職
手
当

区  分 給　　料　　月　　額　　等

報
酬

給
料

 
（注) 特別職の給料等の額は、学識経験者等で構成される「東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会」の答申

に基づき条例で定められています。 
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Ⅲ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

１ 職員の正規の勤務時間（標準的なもの） 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間 45分 午前 8時 30分 午後 5時 15分 正午から午後 1時 

 

 

２ 週休日及び休日  

種別 意義 

週休日 
正規の勤務時間が割り振られない日をいいます。労働基準法第 35 条の休日

にあたるものであり、毎週少なくとも 1回与えることが原則（週休制）です。 

休日 

 正規の勤務時間を割り振られているが、特に勤務を命ぜられる場合を除き、

勤務することを要しない日をいいます。休日の種類は以下の２つです。 

① 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

② 12月 29日から翌年の 1月 3日までの日（①に掲げる日を除く） 

 

 

３ 休暇 

区では、職員の心身リフレッシュを目的とする休暇に加え、次世代育成支援対策推進法に基づく

特定事業主行動計画として、「台東区職員のための子育て支援計画」を策定し、職員が仕事と子育

ての両立を図るための職場環境づくりに取り組んでいます。また、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づく「女性職員活躍のための台東区特定事業主行動計画」を策定し、女性が

活躍できる職場環境づくりや、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいます。 

 

（１）制度概要 

種類 事項 対象者等 日数等 

年次有給休暇 

職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図

ることを目的として、原則として職員の請求する時季

に与えられる年間一定数の休暇 

1年につき 20日 

新規採用者は採用日に

より異なる。 

病気休暇 

職員が疾病又は負傷のため療養する

必要があり、勤務しないことがやむ

を得ないと認められる場合における

休暇 

疾病又は負傷の

ため療養する必

要がある職員 

療養のため勤務しない

ことがやむを得ないと

認められる必要最小限

度の期間 

特 

 

別 

 

休 

 

暇 

 

公民権行使

等休暇 

職員が公民としての権利の行使又は

公の職務の執行を行うための休暇 

公民としての権

利の行使又は公

の職務を執行す

る職員 

必要と認められる時間 

出生サポー

ト休暇 

不妊治療に係る通院等のため勤務し

ないことが相当であると認められる

場合の休暇 

不妊治療をして

いる職員 

1 年につき、5 日以内

（体外受精及び顕微授

精に係るものである場

合にあっては、10日） 

妊娠出産休

暇 

出産の前後における女性職員の母体

保護のため、労働基準法第 65 条に規

定する産前産後の休養として与える

休暇 

出産前後の女性

職員 

妊娠中及び出産後を通

じて引き続く 16 週間

（多胎妊娠の場合は 24

週間）以内の期間 
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種類 事項 対象者等 日数等 

特 

 

別 

 

休 

 

暇 

 

妊娠初期休

暇 

妊娠初期の女性職員が、妊娠に起因

する障害のために勤務することが困

難な場合の休暇 

妊娠初期の女性

職員 

引き続く 7 日以内の範

囲において暦日単位で

1回に限り承認 

母子保健健

診休暇 

妊娠中又は出産後の女性職員が母子

保健法の規定に基づく医師、助産師

又は保健師の健康診査又は保健指導

を受けるための休暇 

妊娠中又は出産

後 1 年を経過し

ない女性職員 

健康診査又は保健指導

を受けるために必要と

認められる時間 

妊婦通勤時

間 

妊娠中の女性職員の健康維持及びそ

の胎児の健全な発達を阻害するおそ

れがあるときに、交通混雑を避ける

ための休暇 

妊娠中の女性職

員 

正規の勤務時間の始め

又は終わりに、それぞ

れ 30 分又はいずれか一

方に 60 分以内の範囲で

承認 

育児時間 

生後 1 年 3 月に達しない生児を育て

る職員に対し、哺育のために休憩時

間とは別に勤務時間中に与えられる

時間 

生後 1 年 3 月に

達しない生児を

育てる職員 

1 日 2 回、1 回 45 分

（計 90 分）を原則とし

て承認 

出産支援休

暇 

男性職員がその配偶者の出産に当た

り、子の養育その他家事等を行うた

めの休暇 

出産する配偶者

のいる男性職員 

出産の前後を通じて、

日を単位として 2 日以

内で承認 

育児参加休

暇 

男性職員が配偶者の産前産後の期間

中に、出産に係る子又は上の子（小

学校就学前まで）の養育を行うこと

で、配偶者の負担軽減を図るととも

に、育児参加のきっかけとしていく

ための休暇 

①出産後 1 年以

内である配偶者

がいる男性職員 

②小学校就学前

までの子を持

ち、出産予定日

まで 8 週間（多

胎妊娠の場合は

16 週間）に満

たない配偶者が

いる男性職員 

配偶者の出産日翌日(配

偶者と同居、かつ小学

校就学前の子がいる場

合は、配偶者の出産予

定日の 8 週間前)から、

当該出産の日以後 1 年

を経過する日までの期

間内において、5 日以

内 

生理休暇 

労働基準法第 68 条に定める生理日の

勤務が著しく困難な女性に対する措

置として、休養を与える休暇 

生理日の勤務が

著しく困難な女

性職員 

職員が請求した日数

（ただし、引き続く 4

日目以降は無給） 

慶弔休暇 

職員が結婚する場合、職員の親族が

死亡した場合その他勤務しないこと

が相当と認められる場合の休暇 

結婚する職員、

親族が死亡した

職員、父母の追

悼のため特別な

行事を行う職員 

結婚する場合…引き続き 7

日、親族が死亡した場合

…親族の種類により定め

られた日数、父母の追悼

のために特別な行事を行

う場合…1日 

災害休暇 

職員の現住居が地震、水害、火災そ

の他の自然災害により滅失等したこ

とにより、職員が当該住居の復旧作

業等のため勤務しないことが相当と

認められる場合の休暇 

自然災害により

現住居が滅失又

は損壊した職員 

日を単位として、7 日

を超えない範囲内で必

要と認められる期間 

夏季休暇 

夏季の期間（6 月 1 日から 10 月 31 日）において、職員

が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のた

め勤務しないことが相当と認められる場合の休暇 

原則として、日を単位

として 5日以内 
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種類 事項 対象者等 日数等 

特 

 

別 

 

休 

 

暇 

ボランティ

ア休暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を得な

いで社会に貢献する活動を行うため

勤務しないことが相当と認められる

場合の休暇 

ボランティア活

動をする職員 

1 年につき、5 日の範囲

内で必要と認められる

期間 

リフレッ 

シュ休暇 

職業生活における一定の時期に心身

の活力を回復及び増進する等、公務

能率の向上に資するため勤務しない

ことが相当と認められる場合の休暇 

①満 53 歳に達

した者 

②満 43 歳に達

した者 

①日を単位として引き

続く 3日以内 

②日を単位として引き

続く 2日以内 

子の看護の

ための休暇 

9 歳に達する日以後の最初の 3 月 31

日までの間にある子を養育する職員

が、その子の看護のため勤務しない

ことが相当と認められる場合の休暇 

9 歳に達する日

以後の最初 3 月

31 日までの間

にある子を養育

する職員 

1 年につき、原則とし

て日を単位として 5 日

以内（養育する子が 2

人以上の場合は 10 日以

内） 

短期の介護

休暇 

配偶者、父母、子、配偶者の父母等

で 

定める者で負傷、疾病又は老齢によ

り日常生活を営むことに支障がある

ものの介護その他の世話をするた

め、勤務しないことが相当であると

認められる場合の休暇 

介護を必要とす

る配偶者、父

母、子、配偶者

の父母等がいる

職員 

1 年につき、原則とし

て日を単位として 5 日

以内（対象となる要介

護者が 2 人以上の場合

は 10日以内） 

介護休暇 

配偶者、父母、子、配偶者の父母等

で、２週間以上にわたり疾病又は老

齢により日常生活を営むことに支障

があるものの介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められ

る場合の休暇 

介護を必要とす

る配偶者、父

母、子、配偶者

の父母等がいる

職員 

介護を必要とする一の

継続する状態ごとに、

３回を超えず、かつ、

通算して６月を超えな

い範囲内で必要と認め

られる期間。日、時間

を単位として利用する

ことができる。 

介護時間 

配偶者、父母、子、配偶者の父母等

で、２週間以上にわたり負傷、疾病

又は老齢により日常生活を営むこと

に支障があるものの介護をするた

め、勤務しないことが相当であると

認められる場合の休暇 

介護を必要とす

る配偶者、父

母、子、配偶者

の父母等がいる

職員 

介護時間取得の初日か

ら連続する３年の期間

内において、正規の勤

務時間の始め又は終わ

りに、１日につき２時

間を超えない範囲内

で、３０分を単位とし

て勤務しないことがで

きる。 

 

（２）年次有給休暇の取得状況（令和５年１月１日から令和５年１２月３１日） 

平均取得日数 １７．２日 

 

（３）病気休暇の取得状況（令和５年４月１日から令和６年３月３１日） 

取得者数 １１４人 
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（４）介護休暇の取得状況（令和５年４月１日から令和６年３月３１日） 

取得者数 ２人 

 

４ 育児休業等の取得状況 

（１）趣旨 

  育児休業、部分休業及び育児短時間勤務制度は、子を養育する職員が勤務を継続しながら育児

を行うことを容易にし、職業生活と家庭生活の調和を図ることで職員の福祉を増進するとともに、

行政の円滑な運営に資することを目的とした制度です。 

 

（２）制度概要  

種類 制度内容 

育児休業 

生後 3 歳に満たない子を養育する職員が、当該子が 3 歳に達する日までの期間

を限度として、育児のために休業することができる制度です。育児休業期間

中、給与は支給されません。 

部分休業 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、正規の勤務時間の始め

又は終わりに、1 日を通じて 2 時間（育児時間を含む。）を超えない範囲内で、

30 分を単位として勤務しないことが認められる制度です。取得時間に関しては

給与が減額されます。 

育児短時間勤務

制度 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、育児のため短時間勤務

することが認められる制度です。正規の勤務時間自体が短くなり、給与は短く

なった正規の勤務時間に応じて支給されます。 

 

（３）取得状況  

種 別 
令和５年度の新規取得者数 再度の取得者数 

男 女 計 男 女 計 

育児休業 29人 36人 65人 3人 0人 3人 

部分休業 2人 23人 25人    

育児短時間勤務 1人 2人 3人    
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Ⅳ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

１ 職員の分限処分 

  分限とは、職員が一定の事由によってその職務を十分に果たすことができない場合、又は、予

算・定数・職制に比べて職員数が過大になった場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動

をもたらす処分であり、公務能率の維持と向上を図ることを目的としています。 

  地方公務員法は、任命権者に分限処分を行う権限を認める一方、分限処分を行う場合を限定し、

かつ、その公正な取扱いを定めることにより、職員の身分を保障しています。 

 

分限処分の状況（令和５年度） 

分限処分者数 
免職 休職 降任 降給 計 

0人 47人 0人 0人 47人 

（注）前年度より引き続き休職中の者を含みます。 

 

 

２ 職員の懲戒処分 

  懲戒とは、職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合になされる処分であり、職員の

道義的責任を問うことにより、地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目

的としています。 

  地方公務員法は、懲戒によって不利益な処分を受ける場合を限定しています。その事由は地方

公務員法で定められているものに限られますが、これは、職員の責任を問い、重大な不利益をも

たらすものであることによります。 

 

懲戒処分の状況（令和５年度） 

懲戒処分者数 
免職 停職 減給 戒告 計 

0人 0人 3人 0人 3人 
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Ⅴ 職員の服務の状況 

 

服務の根本基準 

地方公務員法第３０条は、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且

つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定めています。こ

れは、憲法第１５条第２項が「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではな

い」と規定しているところを受けたものです。これを実現するための地方公務員法上の義務は、次

のとおりです。 

 

１ 法令及び上司の命令に従う義務 

  職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に

忠実に従わなければなりません。 

 

 

２ 職務に専念する義務 

  地方公務員法第３５条において、「職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除く外、

その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がな

すべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と規定しています。本区における「特

別の定」は、「東京都台東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職員の職務

に専念する義務の免除に関する規則（特別区人事委員会規則）」であり、この規定の範囲内で職

務専念義務を免除することができるとしています。また、職務専念義務の免除に関する事務の取

扱いについては、「東京都台東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程」を定

めています。 

 

 

３ 信用失墜行為の禁止 

  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならな

いとされています。 

 

 

４ 秘密を守る義務 

  職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりませ

ん。 

 

 

５ 政治的行為の制限 

  職員は、特定の政治的行為について、これを行うことを禁止されています。 

 

 

６ 争議行為等の禁止 

  職員は、使用者たる住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすること、また、地方公

共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をすることを禁止されています。 

 

 

７ 営利企業等の従事制限 

  職員は、例外的に任命権者の許可を受けた場合を除き、営利を目的とする会社の役員などに就

任すること、営利を目的とする私企業を営むこと及び報酬を得て他の事務、事業に従事すること

を禁止されています。これは、職員が、全体の奉仕者として職務に専念する義務を負っているこ

とに基づくものです。 
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Ⅵ 職員の研修及び人事評価の状況 

１ 職員の研修の状況（令和５年度） 

研修 種類 内容 件数（件） 受講者（人）

職層研修
新任職員研修、主任研修、係長研修、管理職研
修、再任用・再雇用予定者研修、人権研修、NPO
協働研修等

44 2,250

実務研修
文書事務研修、CS向上・クレーム対応研修、パ
ソコン研修等

16 547

特別研修 普通救命講習、アクセシビリティ研修等 9 578

派遣研修 社会福祉資格認定、国土交通大学校派遣研修等 133 91

202 3,466

職層研修
新任職員研修、現任研修、係長研修、管理職研
修、清掃研修等

19 208

専門研修 都市づくり、保健、福祉研修等 70 112

特別研修 ステップアップ研修、自治体経営研修等 37 116

126 436

福祉保健局研修 30 1

364 4,012総合計

その他（東京都）研修

特
別
区
共
同
研
修

特別区共同研修合計

第２ブロック（台東・文
京・北・荒川）合同研修

課長補佐研修、職員教養講座、ＰＲ紙作成研修
等

6 109

区

研

修

区研修合計

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成

績の評価である「能力評価」と、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で

行われる勤務成績の評価である「業績評価」の両面から行っています。 

（１）能力評価 

当該能力評価に係る評価期間において職員が職務を遂行する中で、標準職務遂行能力の類型

として、区長が定める項目ごとに、当該職員が発揮した能力の程度を評価しています。 

（２）業績評価 

公務能率の向上や評価結果の客観性、納得性を確保するとともに、評価結果を人材育成に活

用する観点から、評定者と被評定者とであらかじめ目標を設定した上でその達成度を評価して

います。 
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Ⅶ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

福祉（福利厚生）の制度は、地方公務員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとと

もに、公務の能率的運営に資することを目的としています。 

 

１ 厚生制度の状況 

地方公務員法第４２条に基づき、地方公共団体が職員の保健、元気回復その他厚生に関する

計画を樹立して実施するもので、台東区の厚生制度の主なものは以下のとおりです。 

（１）特別区職員互助組合 

特別区職員互助組合は、特別区等職員の相互共済及び福利増進を図ることを目的に「特別区

職員互助組合に関する条例」に基づいて設置され、組合員数のスケールメリットを活かした保

険事業やライフプラン事業等を実施しています。 

   事業に係る経費は、組合員が負担する組合費（給料月額の１．７／１０００）と各種保険の

事務手数料等の事業収入で賄われています。 

 

（２）台東区役所職員互助会 

  台東区役所職員互助会は、職員の福利厚生の増進を図るために、「東京都台東区役所職員互

助会条例」に基づいて設置され、職員のニーズに応じて、福利厚生サービスを選択できるカフ

ェテリアプラン事業をはじめ、弔慰金・傷病見舞金・退会餞別金等の給付事業、厚生資金の貸

付事業、売店・食堂の運営委託、職員文化体育事業の運営補助などを実施しています。 

事業に係る経費は、会員が納める会費（給料月額の５／１０００）と、会費１に対し０．５

の事業主からの補助金等で賄われています。 

 

（３）職員住宅 

   住宅困窮職員の福利厚生とともに、非常災害時の要員確保等の目的で職員住宅を設置してい

ます。 

                （令和６年３月３１日現在） 

名称 種別 戸数 

防災用根岸職員住宅 
単身用 １４ 

世帯用 ３３ 

上野職員寮 単身用 ５  

台東職員寮 単身用 １０ 

防災用千束職員住宅 単身用 ４  

世帯用 １ 

防災用台東職員住宅 
単身用 １６ 

世帯用 １  

 

２ 共済制度の状況 

  地方公務員法第４３条で、「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡

又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相

互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。」と規定しており、その共済制度

は、地方公務員等共済組合法で定められています。 

共済組合で行う事業は、短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業に分かれています。 
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各事業に要する費用は、組合員の掛金と地方公共団体の負担金によって賄われており、短期給

付及び長期給付の公的負担分を除き、組合員と地方公共団体で１：１の割合で負担しています。

なお、掛金及び負担金の額は、短期給付と福祉については東京都職員共済組合の定款、長期給付

については地方公務員共済組合連合会の定款で定めています。 

  台東区職員は、東京都職員共済組合の組合員となります。ただし、幼稚園教育職員は、公立学

校共済組合の組合員となります。 

  東京都職員共済組合の事業内容は以下のとおりです。 

事業名 内容 

短期給付事業 

組合員とその被扶養者の病気、負傷、出産又は死亡に関する給付 

組合員の休業に関する給付 

組合員とその被扶養者の災害に関する給付 

長期給付事業 
退職（又は死亡）した職員に対する給付 

老齢厚生年金（第３号）、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金 

福祉事業 
組合員と被扶養者の健康の保持・増進など福祉の向上を目的とした事業 

人間ドック、保養施設、体育施設、保健施設等 

 

 

３ 公務災害補償制度 

  職員が公務上又は通勤途上に災害にあった場合、地方公務員災害補償法に基づいて補償されま

す。 

区分 令和５年度認定件数 

公務災害 10 

通勤災害 3 

 

 

４ 職員の健康診断の状況  

  令和５年度における職員の健康診断は計１８種について実施し、延べ受診者数は 4,428人でし

た。主なものは次のとおりです。 

健康診断名 受診者数 

定期健康診断 1,763人 

情報機器作業従事者健康診断 123人 

消化器健康診断 400人 

大腸がん検診 615人 

肺がん検診 249人 

女性健康診断（乳がん・子宮がん） 978人 

腰痛・頸肩腕健康診断 306人 
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＜特別区人事委員会の業務状況＞ 

 

Ⅰ 職員の競争試験及び選考の状況 

 

１ 採用試験等 

  令和５年度における採用試験等については、以下のとおり実施しました。 

（１） 受験資格等 

職　　種
(試験・選考区分)

国籍

要件
年齢 その他

事務（一般事務）

土木造園（土木）

土木造園（造園）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉
22歳以上
30歳未満

心　　理 40歳未満

衛生監視（衛生）

衛生監視（化学）

保 健 師 無
22歳以上
40歳未満

事務（一般事務） 有
18歳以上
22歳未満

・活字印刷文又は点字による出題に
対応できる人

事務（一般事務） 有
18歳以上
61歳未満

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

・活字印刷文による出題に対応でき
る人（ただし、事務（一般事務）に
ついては点字による出題に対応でき
る人も受験できる。）

61歳未満

（

注

１
）

障
害
者

・身体障害者手帳等の交付を受けている人（注5）
・活字印刷文又は点字による出題に対応できる人

有

・活字印刷文による出題に対応でき
る人（ただし、事務（一般事務）に
ついては点字による出題に対応でき
る人も受験できる。）
・22歳未満の者で学校教育法に基づ
く大学（短期大学を除く。）を卒業
した人又はこれと同等の資格がある
と人事委員会が認める人

社会福祉士、児童指導員又は
保育士（注4）

有

食品衛生監視員及び
環境衛生監視員

無
心理学科を卒業した人又は
これに相当する人

経歴・資格・免許
採用
区分

Ⅲ
類

Ⅰ
　
　
類

22歳以上
30歳未満

保健師

有
22歳以上
32歳未満

経
験
者
１
級
職

無

民間企業等で
の業務従事歴
が４年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が２年
以上ある人
（注3））

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学科
を卒業した人又はこれに
相当する人）
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事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（ ＩＣＴ ） 有

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（一般事務） 有

昭和45年
４月２日
から昭和
61年４月
１日まで
に生まれ
た者

・活字印刷文又は点字による出題に
対応できる人

61歳未満

・活字印刷文による出題に対応でき
る人（ただし、事務（一般事務）に
ついては点字による出題に対応でき
る人も受験できる。）

有

(注１)障害者を対象とする採用選考の略

(注２)就職氷河期世代を対象とする採用試験の略

(注３)児童相談所等での業務従事歴については、下記の経験を指す。

　　　児童福祉：児童相談所（一時保護所を含む。）又は児童福祉施設における相談援助業務経験

　　　児童指導：児童相談所の一時保護所、児童養護施設又は児童自立支援施設における直接処遇業務経験

　　　児童心理：児童相談所（一時保護所を含む。）等の福祉、医療、司法又は教育に関する機関や施設における心理判定、心理療法

　　　　　　　　又はカウンセリングの業務経験

(注４)試験区分「福祉」「児童福祉」「児童指導」における受験資格の「経歴・資格・免許」のうち「保育士」については、

　　　保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている人

(注５)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けている人又は児童相談所等により知的障害者

　　　であると判定された人

経
験
者
２
級
職
（

主
任
） 無

民間企業等で
の業務従事歴
が８年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が３年
以上ある人
（注3））

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学科
を卒業した人又はこれに
相当する人）

無

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、児童福
祉・児童指導については
社会福祉士、児童指導員
又は保育士の資格を有し
ていること（注4）。児童
心理は心理学科を卒業し
た人又はこれに相当する
人）

（

注
2
）

就
職
氷
河
期
世
代

民間企業等で
の業務従事歴
が12年以上あ
る人
(児童福祉・児
童指導・児童
心理について
は、上記のう
ち児童相談所
等での業務従
事歴が５年以
上ある人（注
3）)

経
験
者
３
級
職
（

係
長
級
）

 

 

（２）日程  

告　　　示 ３月１７日（金） ７月２７日（木） ６月２２日（木） ６月２２日（木） ６月２２日（木） ６月２２日（木）

申込受付
３月１７日（金）～
４月３日（月）

７月２７日（木）～
８月１０日（木）

 ６月２２日（木）～
７月１３日（木）

６月２２日（木）～
７月１３日（木）

６月２２日（木）～
７月１３日（木）

※郵送申込は
７月１２日（水）消印有効

６月２２日（木）～
７月１３日（木）

１次試験・選考 ４月３０日（日） ９月１０日（日） 　９月１０日（日） 　９月３日（日） 　９月１０日（日） 　９月３日（日）

１次合格発表 ６月２３日（金） １０月１１日（水） １０月２０日（金） １０月２０日（金） １０月１１日（水） １０月２０日（金）

２次試験・選考
７月９日（日）～
７月１９日（水）

１０月２２日（日）
１１月２日（木）
１１月６日（月）

１０月２８日（土）
１０月２９日（日）
１１月３日（金）
１１月４日（土）
１１月５日（日）

１０月３０日（月）
１０月３１日（火）
１１月１日（水）

１１月３日（金）

最終合格発表
７月２６日（水）（技術系）

８月３日（木）（技術系以外）
１１月１７日（金） １１月１７日（金） １１月１７日（金） １１月１７日（金） １１月１７日（金）

※技術系・・・土木造園（土木）・土木造園（造園）・建築・機械・電気

就職氷河期世代を
 対象とする採用試験

項　　　目
Ⅰ類採用試験
【春試験】

Ⅰ類採用試験
【秋試験】

（土木造園（土木）・建築）

Ⅲ類採用試験
 経験者

採用試験・選考
 障害者を

 対象とする採用選考
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（３）実施状況 

単位：人

５年度 ４年度
比較

増△減
５年度 ４年度

比較
増△減

５年度 ４年度
比較

増△減

事務（一般事務） 8,541 9,374 △ 833 7,668 8,417 △ 749 3,013 2,308 705
土木造園（土木） 196 151 45 186 135 51 105 82 23
土木造園（造園） 66 52 14 60 45 15 39 32 7

建　　築 123 81 42 116 75 41 83 55 28
機　　械 45 54 △ 9 41 49 △ 8 24 31 △ 7
電　　気 59 72 △ 13 48 56 △ 8 33 32 1
福　　祉 453 445 8 421 411 10 256 229 27
心　　理 177 169 8 147 137 10 45 44 1

衛生監視（衛生） 117 135 △ 18 111 128 △ 17 61 74 △ 13
衛生監視（化学） 40 41 △ 1 32 38 △ 6 10 10 0

保　健　師 362 401 △ 39 334 370 △ 36 213 207 6
小　　計 10,179 10,975 △ 796 9,164 9,861 △ 697 3,882 3,104 778

土木造園（土木） 54 － － 36 － － 22 － －
建　　築 37 － － 28 － － 20 － －
小　　計 91 － － 64 － － 42 － －

事務（一般事務） 2,398 2,995 △ 597 2,058 2,561 △ 503 482 435 47

事務（一般事務） 553 220 333 406 169 237 88 72 16

事務（一般事務） 1,516 1,702 △ 186 1,146 1,287 △ 141 289 215 74
事務（ ＩＣＴ ) 48 － － 41 － － 22 － －
土木造園（土木） 50 46 4 41 37 4 30 26 4

建    築 37 25 12 32 18 14 20 11 9
機　　械 41 31 10 33 21 12 11 10 1
電　　気 34 37 △ 3 25 25 0 14 14 0
福　　祉 63 66 △ 3 45 50 △ 5 31 36 △ 5
児童福祉 39 29 10 38 25 13 29 13 16
児童指導 16 15 1 14 14 0 12 13 △ 1
児童心理 34 26 8 33 23 10 21 15 6
小　　計 1,878 1,977 △ 99 1,448 1,500 △ 52 479 353 126

事務（一般事務） 1,004 968 36 720 695 25 112 88 24
事務（ ＩＣＴ ) 55 － － 45 － － 18 － －
土木造園（土木） 48 36 12 40 28 12 19 12 7

建　　築 46 34 12 29 26 3 21 18 3
福　　祉 39 32 7 26 30 △ 4 18 17 1
児童福祉 28 35 △ 7 25 34 △ 9 18 20 △ 2
児童指導 9 3 6 9 3 6 9 3 6
児童心理 15 14 1 14 12 2 11 10 1
小　　計 1,244 1,122 122 908 828 80 226 168 58

事務（ ＩＣＴ ) 13 － － 7 － － 3 － －
児童福祉 9 13 △ 4 9 12 △ 3 5 7 △ 2
児童指導 1 2 △ 1 1 2 △ 1 1 1 0
児童心理 8 8 0 7 8 △ 1 7 5 2
小　　計 31 23 8 24 22 2 16 13 3

事務（一般事務） 996 1,136 △ 140 720 855 △ 135 54 53 1

17,370 18,448 △ 1,078 14,792 15,796 △ 1,004 5,269 4,198 1,071

(

係
長
級

)

３
級
職

氷河期

合　　計

Ⅲ類【障害者を対象と
する採用選考】

Ⅰ類
【秋試験】

※R5年度より実施

Ⅲ類

経
験
者

1
級
職

（

主
任
）

２
級
職

採用区分
職種

(試験・選考区分）

申込者数 受験者数 最終合格者数

Ⅰ類
【春試験】
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２ 採用選考等 

  令和５年度人事委員会が実施した台東区の採用選考等の実施状況は次のとおりです。 

（１）医療専門職採用選考  

区 分 合格者数 

医療専門職（医師の課長級以

上） 
1人 

 

（２）一般職の任期付職員 

法第３条に基づく採用 法第４条に基づく採用 

採用職層 採用承認人数 採用職層 合格者数 

主任 0人 主事(1級職) 0人 

係長 0 人 課長 0 人 

課長補佐 0人 部長 0 人 

課長 0人   

部長 0人   

※法とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律を指します。 

    

３ 管理職選考 

（１）受験資格等 

○ Ⅰ類 

（受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、年齢５５歳未

満で、主任以上の在職期間が６年以上の人（全部、分割又は免除受験方式で受

験する場合であって、経験者採用制度等により採用された人が受験する場合を

除く。） 

（受験方式） 全部受験方式－受験資格を満たしている人が、筆記考査（択一・短答式問題、

記述式問題、論文式問題）全てを受験する方式 

分割受験方式－受験資格を満たしている人が、択一・短答式問題受験の免除資

格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。受験年

度の管理職選考の合格にはいたらない。 

免除受験方式－択一・短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問題

及び論文式問題を受験する方式 

前倒し受験方式－主任の職にあり、その在職期間が３～５年目の人（経験者採

用制度により採用された人等の特例あり）が、択一・短答式

問題受験の免除資格を得るため、択一・短答式問題のみを受

験する方式。受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。  

（選考方法） 筆記考査（択一・短答式問題、記述式問題、論文式問題）、勤務評定、口頭試

問 

（免除資格） 択一・短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として、受

験翌年度以降の３年間の択一・短答式問題受験の免除資格を付与する。 

※ 翌年度にⅠ類（全部、分割、免除）の受験資格を満たさない者について 

は、原則として、受験資格を満たす年度以降３年間の択一・短答式問題受 

験の免除資格を付与する。 
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○ Ⅱ類 

  （受験資格） 日本国籍を有し、かつ、分類基準（Ⅰ）の適用職種の職務に従事する者で、基 

準日現在、４級職に２年以上在職し年齢が 60 歳未満の人 

  （選考方法） 人事評価及び面接とする。ただし、任命権者は必要に応じて選考方法を追加で 

きるものとする。 

 

 

（２） 実施状況（合格者決定） 
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（３）実施状況（免除者決定） 

 

注１ 対象者数とは、受験者数から合格者数等を除いた数 

２ 全部とは、全部受験方式で筆記考査全てを受験し、合格にいたらなかった人 

３ 分割とは、分割受験方式で受験した人 

４ 前倒しとは、前倒し受験方式で受験した人 

５ 免除率は、小数点第二位以下四捨五入で算出 
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Ⅱ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

 

給与は、情勢適応の原則（地方公務員法第 14 条）、均衡の原則（地方公務員法第 24 条第２項）

及び職務給の原則（地方公務員法第 24 条第１項）に則して決定されるものである。例年、これら

の趣旨を踏まえ、特別区職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、公民較差を算出

するとともに、国や他の地方公共団体の給与の実態を参考にして、給与等に関する報告、意見の申

出及び勧告を行っている。令和５年は、10 月 11 日に 23 区の各区議会議長及び区長に対し、一般

職の特別区職員の給与等について報告及び勧告を行った。その概要は、以下のとおりである。 

 

 

〔令和５年の勧告のポイント〕 

3,000 円以上のベースアップは 25年振り 

■公民較差：3,722円（0.98％）※いわゆる「ベア」に相当 

■月例給：初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で 1,000 円以上の引上げ 

【初任給】Ⅰ類：8,000 円増 Ⅲ類：6,000 円増 

■特別給（期末手当・勤勉手当）：年間の支給月数を 0.1月引上げ（現行 4.55月→4.65月） 

一般職員は勤勉手当に割り振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

■職員の平均年間給与は、約 10万２千円の増（公民比較対象職員） 

   

 

１ 職員の給与に関する報告・勧告 

（１）職員と民間従業員との給与の比較 

①職員給与等実態調査の内容（令和５年４月）  

職 員 数 
民間従業員と比較した職員 

職 員 数 平均給与月額 平 均 年 齢 

56,381人 31,643人 379,462円 38.9歳 

 

②民間給与実態調査の内容（令和５年４月） 

区  分 内         容 

調 査 対 象 規 模 企業規模 50人以上、かつ、事業所規模 50人以上の事業所 

事 業 所 数 特別区内の 1,112民間事業所を調査（調査完了 658事業所） 

 

③公民比較の結果 

  ○月例給 

民間従業員 職   員 差 

383,184円 379,462円  3,722円（0.98％） 

（注）民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない 

○特別給 

民間従業員 職   員 差 

4.64 月分 4.55月 0.09 月 

 

 



31 

 

（２）改定の内容 

①給料表 

(1) 行政職給料表（一） 

・ 初任給について、国や民間企業における初任給の動向等を踏まえて引上げ 

・ 若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引上げ 

 現 行 給 料 月 額 改 定 後 給 料 月 額 改 定 額 

Ⅰ 類 188,200円 196,200円 8,00 0円 

Ⅲ 類 152,100円 158,100円 6,00 0円 

(2) その他の給料表等 

・ その他の給料表は、行政職給料表（一）との均衡を考慮した改定 

・ 定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ 

②特別給（期末手当・勤勉手当） 

・ 民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を 0.1 月引上げ 

  （現行 4.55 月→4.65 月） 

・ 支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、一般職員は勤勉手当に割り振り、

管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

③実施時期 

・ 月例給：令和５年４月１日 特別給：条例の公布の日 

 

２ 人事・給与制度に関する意見 

（１）未来を切り拓く人材の確保と育成 

・ 変化が激しく、複雑化・高度化する社会情勢を見据えた的確な対応が求められる 

・ 職員の知識と経験等を最大限に活かすとともに、未来を切り拓く人材の確保と採用後の

育成が不可欠 

（２）時代に応じた採用制度の見直し 

①将来を見据えた人材確保・育成策の検討 

・ 持続的に魅力ある職場づくりを進めることで、有為な人材の確保につなげることができ

る 

・ 民間の動向も踏まえた採用制度の改善のみならず、選考に関する基準や任命権者への委

任の在り方等についても研究 

・ 主体的・積極的に取り組めるキャリア形成に必要な研修とともに、特別区の特性を活か

した研修を実施し、互いに高め合うことが重要 

②障害者の雇用促進 

・ 法定雇用率（2.6％）を達成した区は 13 区。法改正により、令和８年７月には 3.0％と

なることから更に障害者雇用を強力に推し進めることが必要 

・ 常勤職員雇用のみならず多様な雇用形態促進、能力を発揮できる職場環境整備が必要 

③自治体ＤＸの推進に向けた人材の確保と育成 

・ 複雑化・高度化する社会のニーズに応えるためには、専門知識をもつ人材の確保は必須で

あり、事務「ＩＣＴ」職員、一般任期付職員、会計年度任用職員等の多様な雇用形態の活

用が重要 

・ 全職員のデジタルリテラシー向上のためのスキルアップ研修等の実施 

④専門人材の活用 

・ 行政が担うべき分野の拡大に伴い、専門的な知識や有為な人材確保が必要 



32 

 

・ 一般任期付職員の活用とともに、特定任期付職員の制度導入の検討が必要 

   

（３）人材の育成 

①人事評価制度の適切な運用 

・ 管理職への本人開示制度の整備及び評価者研修の確実な実施が必要 

・ 全ての昇任選考等における複数年度の人事評価の活用により、選考の精度を高めること

が必要 

②管理職の確保と育成 

・ 安定した区政運営を進めるため、管理職を担う人材を計画的に確保・育成 

・ 種別Ⅰ類は、中長期的に区政運営を担う人材、種別Ⅱ類は、即戦力として期待 

③女性活躍の推進 

・ 女性職員の活躍に向けた適切な目標管理、能力のある職員の登用を積極的に進める 

・ 昇任への不安解消に向けたサポートや職場風土の醸成に資する取組の推進 

 

３ 勤務環境の整備等に関する意見  

（１）誰もが活躍できる勤務環境づくり 

・ ライフスタイルや働き方に対する価値観の多様化に伴い、個性や事情が配慮される職場の

環境づくりを推進 

・ 多様な働き方の選択で、個人の生活の豊かさ、仕事の質と組織全体の効率性・生産性を高

める 

①職員のやりがいや意欲を高める環境づくり 

ア 勤務環境の制度・整備等 

・ テレワーク及び時差勤務制度の利用拡大、希望するときに利用できる環境整備促進 

・ フレックスタイム制及び勤務間インターバル制度導入の検討が必要 

  イ 仕事と生活の両立支援 

・ 誰もが性別にかかわりなく仕事と生活を両立するための支援制度が必要 

・ 性別による役割意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を変え、誰もが働

きやすい環境を整備するために、まずは、男性職員の育児への更なる参加を促進していく

ことが必要 

・ 男性職員の育児休業取得率は 61.1％、各区における取得率には差がある 

  ウ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を尊重した勤務環境の整備 

・ 正しい知識を持ち、理解を更に深めていくことが必要 

②魅力ある職場の基礎となる勤務環境づくり 

ア 客観的な方法による労働時間の状況の把握 

・ 職員の労働時間の客観的な把握は法的義務 

・ 職員の出勤・退勤時刻をタイムカード等により記録していない区（常勤職員２区、会計年

度任用職員７区）は、直ちに対策を講ずることが必要 

イ 長時間労働の是正 

・ 長時間労働の是正は重要。ＩＣＴを活用した業務効率化、人員の配置等の方策を駆使し、

超過勤務縮減 
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（２）区民からの信頼の確保 

・ コンプライアンス意識の醸成・向上、公平かつ厳正な懲戒手続の実践 

 

Ⅲ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 

令和５年度中における台東区の措置要求の状況は、下記のとおりです。 

前年度からの 

 継続件数 A 

令和元年度 

要求件数 B 
完結件数  C 

 翌年度継続 

 件数   A+B-C 
備 考 

0 0 0 0  

 

 

Ⅳ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

    
令和５年度中における台東区の不服申立ての状況は、下記のとおりです。 

前年度からの 

 継続件数 A 

 令和元年度 

 申立て件数 B 
完結件数  C 

 翌年度継続 

 件数   A+B-C 
備 考 

0 0 0 0  

 

 


